
書式第 12号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

令和 4年度 事 業 報 告 書

特定非営利活動法人 八ッピーベア

1事 業の成果

(1)運 営について

① 新型コロナウィルスの拡大防止の観点から、当年度においても、全体の親睦旅行や新年会、ボーリング大会などすべて中止と

した。さらに、週末や祝日の過ごし方、グループホーム同士の交流を制限させて頂くなど、引き続き様々な観点から予防・対策

を講じてきた。このような中でも、ご利用者の日々の生活に少しでも活気や張り合いを出して頂けるよう、世話人が様々な工

夫や努力を行つた。これらの様子を地域社会に発信すべく、ホームページのスタッフブログを充実させ、毎週更新を行つている。

② 東京都の「障害者通所施設等整備買補助事業」を活用して進めてきた新設ユニット『グループホーム志おん』が、令和 5年 3

月に完成し、翌4月より稼働を開始した。令和 5年 6月現在、ご利用者は1名で、今後早期に満室になるよう活動していく。

なお、当ホームは各方面からのニーズに鑑み、当法人の既存のホームに比べご利用者の知的区分が重めの方を想定している。

そのため、よりご利用者への支援が行き届くような環境。配置に心がけている。

(2)支 援について

① ご利用者にとって信頼できる社会の先輩であるという意識を常に持ち、最大限の努力をもつて業務にあたった。

② ご利用者の個性を尊重し、「挑戦」と「経験」を通じて「成長」の機会を増やした。

③ 地域密着を軸とし、地域活動や交流会に積極的に参加して知的障害者についての情報発信とともに地域貢献を図つた。

④ 新型コロナウィルスの拡大防止の工夫をしつつ、季節に応じた行事・イベントの提供やこ多利用者主体の余暇支援を行うことで、

ご利用者が日々充実した生活を過ごせるよう支援を行なつた。具体的には、対策を十分に取つた上で、本部承認のもと、各

ホーム単位でコロナ対策レクとして複数回実施した。

2事 業の実施に関する事項

特定非営利活動に係る事業                 (事 業費の総費用 【75′ 475】 千円 )

定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

知 的障害者グ
ルーフホームの
運営事業

知的障害者グループホームの
運営 通年 各ユニット 18

知的障害

者
35 75′475

知的障害者の
自立支援 、余
暇支援

旅行、ボウリング、誕生会、カ
ラオケ、映画鑑賞等を実施し
て余暇活動の充実を図る

通年

(随時 )

各エ ット 18
知的障害

者
35 0

障害者の職場
定着のための就
労支援

利用者への相談援助、会社
訪間、関連機関への連絡等
を行い、利用者の就労と定
着につなげる

通年

(随時)

各エ ット 18
知的障害

者
35 0

目的を同じくす
る団体及び関
連行政機関との
交流、協働

関係のある他の法人施設等
と、見学会や連絡会を行い
本目:互に1青幸展を1是イ共し・合う

通年

(随時 )

各ユニット 18
知的障害

者
35 0

その他、目的を
達成するために
必要な事業

ヱ
=

る

各エ ット 18
知的障害

者
35 0

通年

(随時)



書式第 13号 (法第 28条関係 )

令和4年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 八ッピーベア

金  額 ノ1ヽ言十。()言十

12,000
12′ 000

96,855,122
96′ 855,122

A

4

受取利息

(1)グループホームの運営事業収益

自己負担金収益

家賃収入
2′ 320′ 786

17′ 042,735

19′ 363′ 521

201
31

232

116.230.875

(1)人件買

給料′賃金

賞与

退職金

法定福利費

福利厚生費

35′ 223′ 204
4′ 949′000
2′ 092′ 210
5′ 304′ 537

85,692

477654′ 643

23′ 728′ 800
232′ 014
387,174
325′ 670

1′ 645,491
700′ 856
49′ 500

7′ 500
141,200
220′ 000
55′ 818

326.980

27′ 821′003(2)その他経費

支払家賃

旅費交通費

消耗品費

修繕賣

減価償却費

保険料

支払手数料

諸会費

退去賣

委託費

固定資産除却損

雑費
75′475,646

(1)人件費

役員報酬

給料′賃金

賞与
退職金

法定福利賣

福利厚生賣

6′ 360′ 000
10′ 072′ 837

1′ 268′ 516
950′000

2′ 633′ 095
65,990

21′ 350′ 438

(2)その他経費

旅費交通費

通信費

交際賣

広告宣伝賣

消耗品質

事務用品費

水道光熱貢

諸会費

支払手数料

地代家賃

保険料
租税公課

顧問報酬

減価償却費

委託費

採用教育費

修繕賣

会議費

雑賣

雑損失
支払利息

3′ 240
25′652
99′ 564
48′ 753

114′ 118
10′ 875

209′ 349
3′ 766′ 000

160′ 500
173′ 338

4′ 472′200
901′ 130

13′ 983′916|

495.0661
728′ 6221

994.5001
1′ 519′ 8651

4′ 4001
5.8041

123.0001
26′ 5981

101,3421
35,334.354

B

110,810,000
当 期 怪 常 増 減 額 A B

5.420.875
70′026

26.310.096
次 期 繰 越 正 味 財 産 額 ① ―② 十③

祝

31.660,945



書式第 15号 (法第 28条関係 )

令和 4年度 貸借対照表

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人  ノヽッピーペア

単位

金  額 ノ」ヽ言十。そざ言十

現金預金

事業未収入金

前払家賃
立替金

未収入金

預け金

6′ 493′073
15′ 678′フ29

2′ 203′ 000
4フ′817

1′ 780
1,371,500

25′フ95′899

流目1資産合計 ・・。( 25,795,899

(1)有形固定資産

建物付属設備

什器備品

建設仮勘定

529′ 675
61′050

42,023,200

42′ 613,925

(2)無形固定資産

ソフトウェア 2,フ03,392
2′ 703′ 392

(3)投資その他の資産

敷金

長期前払費用

1′ 969′000
537,254

2′ 506′ 254

【A

つ

』

固 ヌ:資産合計 ・・。( 47.823.571

【A】 資 産 合 計 ① +② 73′ 619′470

負 債 の

短期借入金

未払金

未払法人税等

寮生預り金

前受家賃

9′ 514′ 904
227′825
70′ 000

1′ 952′932
1,371,500

13′ 13フ′161

1負債合計 ・・。
( 13.13フ .161

長期借入金

預り敷金

長期末払金

26′ 754′ 000
250′000

1,817,364

28′ 821′ 364

三負債合計 ・・。
( 28.821.364

+ 41,958,525

26,310,096
期正味財産増減額 5,350,849

31.660.945

【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2】 73′ 619′ 470

産 の 音15

寵動資産



書式第 16号 (法第 28条関係 )

令和 4年度  財務諸表の注記 事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 八ッピーベア

重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準 (2010年 7月 20日、2017年 12月 12日最終改正 NPO法人会計基準協議会 )

によつています。

(1)資金の範囲

資金の範囲は、現金・普通預金。事業未収入金となつています。

(2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて、建物付属設備及び什器備品については定額法、その他の資産については

定率法で償却をしています。

(3)消費税等の会計処理

消費税については、免税業者につき、税込処理によつています。

「
∠ 事業別損益の状況

別紙「第12期 事業別損益の状況」参照下さい。

3. 固定資産の増減内訳

(単位 :円 )

4 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位 :円 )

不斗目

言十算是]菊到こ

計上された

く)客百

内、役員との

取引

内、近親者

及び支配法

人との取 弓|

(活動計算書 )

給与・賞与等

顧問報酬

活動計算書計

57,873,557

4,472,200

6,360,000

0

4,662,000

3,667,400

62,345,757 6,360,000 8,329,400

その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事

事業費と管理費の技分方法

事務局費の按分は、経常収益計の比で按分しています。

収益事業 (請負業)の開始について
当法人は 法人祝法上、‖又益事業者に該当する為、平成29年 2月 に1収益事業開始届出書」を提出して、平成 29年度より法

人税等 (法人税・住民税・事業税)を計上することになりました。

(注)NPO法人が障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスは「収益事業」に該当するとの見解が平成28年 12月 に国税庁

より公表された。

科 目 期首取得価額 取得 減 少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

有形固定資産

建物附属設備

什器備品

建設仮勘定

無形固定資産

ソフトウェア

投資その他の資産

敷金

長期貸付金

長期前払費用

合計

6,092,681

244,200

4,505,652

1,969,000

594,351

0

0

0

42,023,200

0

0

0

546,460

つ 690 780

0

0

0

0

594,351

0

3,401,901

244,200

42,023,200

4,505,652

1,969,000

0

546,460

2,872,226

183,150

0

1,802,260

0

0

9,206

5291675

61,050

42,023,200

2,703,392

1,969,000

0

537,254

13,405,884 42,569,660 3,285,131 52,690,413 4,866,842 47,823,571

5



書式第 17号 (法第 28条関係 )

令和 4年度 財産目録

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 八ッピーベア

劇
■ 目 金  額  ヽ 言■ 合  言|

141′ 223
1′ 882′ 891
3,401,439
1,067,520

587,016
7′ 313′ 926
7′ 205,417

572′ 370

47,817

1′ 780

2,203,000

現金預金
手元現金

普通預金みずほ銀行蓮根支店
普通預金城北信用金庫志村支店
普通預金巣鴨信用金庫高島平支店他

事業未収入金

令和5年 1月分以前支援費
令和5年 2月分支援買
令和5年 3月分支援費
寮生自己負担分

立替金
「七星」「志おん」備品代

未収入金

郵送料金

前払家賃
令和5年4月分家賃12件

預け金
令和5年4月分寮生家賃10件 1.371.500

流 ヨ 資産合計 ・・。(

(1)有形固定資産
建物附属設備
「ちは家」改修工事
「青空」改修工事
「てん」改修工事

什器備品
Lenovoノ ソヾコン

建設仮勘定
グルーフ

°
ホーム「七星」「志おん」建設費

61′050

42,023,200

374,810
2

154′ 863

(2)無形固定資産
ソフトウェア

ほのぼのmoreクラウド版 2.703.392

1,969,000

537.254

(3)投資その他の資産
敷金

0三原商事他 8件
長期前払費用

「七星」「志おん」火災保険料

【A

雪奮 犀 合 計 ・・ て 47.823.571

【A】 資 産 合 言十 ① +② 73′ 619′ 470

負 債 の

9′ 514′ 904

227,825

70′000

1,952,932

1.371.500

三井住友カード 3月 分
未払法人税等

食費。日用品。光熱費負担分
前受家賃

当期確定申告 法人税・住民税・事業税

令和5年4月分べアー′tウス他9イ牛

未払金

寮生預り金

短期借入金

借入

_137_1611負債合計 ・・・(

26,754′000

250,000
長期未払金

ほのぼのmoreクラウドl阪 リース*ヽ

長期借入金
福祉医療機構

預り敷金
ク
｀`
ルーフ

°
ホーム:預り敷金

1,817.364

'負
債合計 ・・。

(

【B-1】負 債 合 計 ③+④ 41′ 958′ 525

【B-2】正 味 貝オ産 合 計 【A】 ―【B-1】 31′ 660′ 945



書式第 18号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

令和4年度年間役員名簿 £薦、T鷲雲幌1韓‐N管廊鱒讐
所又は居所並びにこれら

特定非営利活動法人 ノリピーベア

1 確認事項 (法第 20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

日以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )

日各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係 )

2役 員一覧

役  名

(フリガナ) 前事業年度内の

就任期間

報酬を受けた期 間

(該当者のみに記入)氏   名

1 理 事

(イノクマ トミエ) 令和4年 4月 1日

令禾口5年 3月 31日

令和4年 4月 1日

令和5年 3月 31日猪熊 外美榮

2 理事

(キソガワミキオ) 令和4年 4月 1日

令牙口5年 3月 31日

令和4年 4月 1日

令和5年 3月 31日木曾川 幹雄

3 理事

(∃ シ八ラカズマ) 令禾口4年 4月 1日

令禾口5年 3月 31日吉 原 和 真

4 理 事

(クニゴウ マユ) 令和4年 4月 1日

令矛口5年 3月 31日救仁郷 繭

5 理 事

(ムラヤマノブユキ) 令和4年 4月 1日

令禾口5年 3月 31日
村 山 信 之

6 理 事

(∃シグマサトシ) 令和4年 4月 1日

令オ05年 3月 31日吉 田 雅 俊

7 理 事

(ナカムラユウコ) 令和4年 4月 1日

令和5年 3月 31日中 村 郁 子

8 理事

(シモイ ヒロシ)
令和4年 4月 1日

令和5年 3月 31日下 丼 博

9 理事

(ヨコヤマ イクロウ) 令和4年 4月 1日

令禾口5年 3月 31日横 山 育 郎

10 理事

(ショウダカツユキ) 令和4年 4月 1日

令禾口5年 3月 31日庄 田 勝 幸

11 監 事

(∃シグノリオ) 令和4年 4月 1日

令和5年 3月 31日
=ヒ ロコ ヨ三 十
口

「
口 ′悪 ラ

^こ



書式第 4号 (法第 10条。第 28条関係 )
事 業 報 告 用

社 員 名 簿  (社員のうち10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人 ノリピーベア

氏  名

1 猪熊 外美榮

2 木曽川 幹雄

3 吉田 憲夫

4 吉原 和真

5 救仁郷 繭

6 吉田 雅俊

フ 村山 信之

Ｒ

） 中村 郁子

9 下丼 博

10 横山 育郎

11 庄田 勝幸


